
１５．金融再生法開示債権と保全状況

【三井住友銀行単体】 （単位　百万円、％）

22年３月末 21年３月末
21年３月末比

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 224,335 △ 95,292 319,627 
危険債権 697,670 19,430 678,240 
要管理債権 178,679 △ 17,624 196,303 

合計（Ａ） 1,100,685 △ 93,485 1,194,170 

正常債権 62,116,059 △3,912,517 66,028,576 
総計（Ｂ） 63,216,745 △4,006,002 67,222,747 

不良債権比率(Ａ／Ｂ) 1.74 △ 0.04 1.78 

直接減額実施額 478,042 △ 1,442 479,484 

（注）金融再生法開示債権には、貸出金の他、支払承諾見返、仮払金その他の与信性資産が含まれ
　　　ております。
　　　なお、「金融商品に関する会計基準」の改正により、平成22年3月末より自行保証付私募債
     （当行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証している私募による社債）
　　　は時価で計上されております。

（金額単位　百万円）

22年３月末 21年３月末
21年３月末比

保全額（Ｃ） 996,736 △ 31,600 1,028,336 
貸倒引当金（注）（Ｄ） 299,189 △ 41,703 340,892 
担保保証等（Ｅ） 697,546 10,102 687,444 

（注）貸倒引当金には、個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の
　　　合計額を計上しております。

（単位　％）

保全率（Ｃ）／（Ａ） 90.56 4.45 86.11

貸倒引当金総額を分子に算入した場合の保全率 132.26 8.38 123.88

（単位　％）

担保保証等控除後の開示債権に対する引当率
（Ｄ）／（Ａ－Ｅ）

貸倒引当金総額を分子に算入した場合の引当率 188.07 31.80 156.27

【連結】 （単位　百万円、％）

22年３月末 21年３月末
21年３月末比

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 392,424 △ 113,242 505,666 
危険債権 881,239 15,636 865,603 
要管理債権 298,179 16,262 281,917 

合計（Ａ） 1,571,842 △ 81,344 1,653,186 

正常債権 68,431,335 △2,463,267 70,894,602 
総計（Ｂ） 70,003,177 △2,544,611 72,547,788 

不良債権比率(Ａ／Ｂ) 2.25 △ 0.03 2.28 

（金額単位　百万円）

22年３月末 21年３月末
21年３月末比

保全額（Ｃ） 1,389,279 △ 21,067 1,410,346 
貸倒引当金（Ｄ） 374,383 △ 23,592 397,975 
担保保証等（Ｅ） 1,014,896 2,525 1,012,371 

（単位　％）

保全率（Ｃ）／（Ａ） 88.39 3.08 85.31 
貸倒引当金総額を分子に算入した場合の保全率 132.53 6.09 126.44 

（単位　％）

担保保証等控除後の開示債権に対する引当率
（Ｄ）／（Ａ－Ｅ）
貸倒引当金総額を分子に算入した場合の引当率 191.82 23.62 168.20

67.27

62.10 67.22 5.12 

74.22 6.95 

（三井住友フィナンシャルグループ）
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